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１ 公安委員会の委員の服務の宣誓に関する条例（昭和29年神奈川県条例第34号）  

改正後 改正前 

 第１条 （略） 第１条 （略） 

（服務の宣誓） 

第２条 公安委員会の委員（以下「委員」という。）

は、任命後、知事の面前において宣誓書(別記様式)

に署名してからでなければ、その職務を行つてはな

らない。 

（服務の宣誓） 

第２条 公安委員会の委員（以下「委員」という。）

は、任命後、知事の面前において宣誓書(別記様式)

に署名押印してからでなければ、その職務を行つて

はならない。 

 第３条 （略）  第３条 （略） 

 別記様式（第２条関係）  別記様式（第２条関係） 

  ［別紙参照］   ［別紙参照］ 
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（旧様式） 

 

 

 

 

（新様式） 

宣     誓     書 
 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、個人

の権利と自由を保護し公共の安全と秩序を維持すべき委員としての責務を深く自覚

し、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行することを固く誓います。 
      年  月  日 

神奈川県公安委員会 
委 員 氏       名○印   

宣     誓     書 
 私は、日本国憲法及び法律を忠実に擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、個人

の権利と自由を保護し公共の安全と秩序を維持すべき委員としての責務を深く自覚

し、不偏不党かつ公平中正に職務を遂行することを固く誓います。 
      年  月  日 

神奈川県公安委員会 
委 員 氏       名○印  
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２ 神奈川県地方警察職員定数条例（昭和29年神奈川県条例第32号） 

改正後 改正前 

 第１条 （略）  第１条 （略） 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

職員の区分 定数 

（略） （略） （略） 

警 察 官 以 外 の 職 員 1,701人 

合              計 17,404人 
 

職員の区分 定数 

（略） （略） （略） 

警 察 官 以 外 の 職 員 1,674人 

合              計 17,377人 
 

２～４ （略） ２～４ （略） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

 


